
暴力・ハラスメントのない
スポーツ指導のために

冨田英司（とみたえいじ）弁護士 
バックステージ法律事務所 

同志社大学スポーツ健康科学部
客員教授（スポーツ法）
龍谷大学非常勤講師
（スポーツと人権・平和）
一般社団法人大学スポーツコン
ソーシアムKANSAI
（KCAA）理事
公益財団法人日本スポーツ仲裁
機構　渉外広報室　室員

兵庫県西宮市生まれ。甲陽学院
高等学校、大阪大学人間科学部
卒業、京都大学大学院法学研究
科（法科大学院）修了後、2011

年。大阪弁護士会登録。2013年
から公益財団法人日本スポーツ
仲裁機構（JSAA）仲裁人・調停
人候補者を経て、2017年には同
機構（JSAA）理解増進専門職
員、平成29年度スポーツ庁委託
事業「スポーツ競技団体のコン
プライアンス強化委員会」委員を
歴任

　　１　スポーツにおけるコンプライアンスの必要性 
　　　　・コンプライアンスとは 
            ・スポーツ指導になぜコンプライアンスが必要か 
　　２　暴言・暴力をスポーツ指導からなくすために 
　　　　・スポーツ指導における暴言・暴力の実態 
　　　　・体罰と暴力の違い 
　　　　・暴言・暴力の違法性 
　　　　・スポーツ権の侵害 
　　　　・子どもの権利の侵害 
　　　　・スポーツ指導における暴力等の4類型 
　　　　・暴言・暴力はスポーツへの冒涜 
　　　　・スポーツ指導における暴力を根絶するためには 
　　　　・事例検討 
　　　　・適切な指導に向けた視点 
　　３　ハラスメントを起こさないために 
　　　　・パワーハラスメントとは 
　　　　・パワーハラスメントの認定基準 
　　　　・パワハラかどうかのチェック項目 
　　　　・スポーツ指導におけるハラスメントの特徴 
　　　　・スポーツにおけるセクシャル・ハラスメントとは 
　　　　・セクシャル・ハラスメントの違法性 
　　　　・事例の検討 

対象者：公益社団法人日本パワーリフティング協会関係
者、公益社団法人日本パワーリフティング協会加盟都道府
県協会関係者、公益社団法人日本パワーリフティング協会
加盟団体関係者 

日時・参加方法：令和２年１１月３０日（月） 

ZoomミーティングＩＤ 

ＩＤ：891 9487 8010 

ＰＷ：3HDJxv 

出席確認のため、実名入力にご協力お願い申し上げます。
また、スポーツ協会「スポーツ活動継続サポート事業」に
て購入したiPadでの接続をお願いいたします。（Wi-Fiは事
前に接続のこと） 
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